
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 2 章 特掲診療料 第７部 リハビリテーション 第１節 リハビリテーション料 

Ｈ007-2 がん患者リハビリテーション料（1 単位） 
 

Ｈ007-2 がん患者リハビリテーション料（1 単位） 205 点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者で

あって、がんの治療のために入院しているものに対

して、個別療法であるリハビリテーションを行った

場合に、患者１人につき１日６単位まで算定する。 

 

(2)～(3)、(5) （※略） 

(1) がん患者リハビリテーション料は、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療機関

において算定するものであり、がんの種類や進行、

がんに対して行う治療及びそれに伴って発生する

副作用又は障害等について十分な配慮を行った上

で、がんやがんの治療により生じた疼痛、筋力低

下、障害等に対して、二次的障害を予防し、運動器

の低下や生活機能の低下予防・改善することを目

的として種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活

活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応

能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて

行った場合について算定する。なお、マッサージや

温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第

2 章特掲診療料第 9 部処置の項により算定する。 

(4) がん患者リハビリテーションを行う際には、定

期的な医師の診察結果に基づき、医師、看護師、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等

の多職種が共同してリハビリテーション計画を作

成し、「H003-2」リハビリテーション総合計画評

価料 1 を算定していること。なお、がん患者リハ

ビリテーションの開始時及びその後 3 か月に１回

以上、患者又はその家族等に対して当該がん患者

リハビリテーションの実施計画の内容を説明し、

その要点を診療録等に記載する。なお、がんのリハ

ビリテーションに従事する者は、積極的にキャン

サーボードに参加することが望ましい。 

 

  


